
○国立大学法人鹿児島大学が保有する学生・保証人に係る個人情報の取扱要項 

平成22年２月16日 

学長裁定 

(趣旨) 

第１ この要項は、国立大学法人鹿児島大学が保有する学生・保証人に係る個人情報(以下

「保有個人情報」という。)の適正な管理について、国立大学法人鹿児島大学が保有する

個人情報の保護管理に関する規則(令和４年規則第25号。以下「保護管理規則」という。)

及び国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則(令和４年規則第26号)に

定めるもののほか、必要な事項を定める。 

(定義) 

第２ この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 保証人 

学生の法令及び学則の遵守並びに在学中の学費(在学期間の授業料総額に相当する金

額を上限とする)を保証する者であり、原則として学生の生計維持者とする。 

(2) 部局等 

事務局、各学部、各研究科、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学

内共同教育研究施設等 

(3) 保護管理者 

部局等の事務に関する保有個人情報にあっては各課(室)長又は各事務長 

部局等の教育又は研究に関する保有個人情報にあっては各学部長、各研究科長、機構

長、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ヒトレトロウイルス学共同研究セン

ター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)又は各学内共同教育

研究施設等の長 

(利用目的の明示) 

第３ 部局等は、本人から、直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報

を取得するときは、保護管理規則第６条第２項ただし書き及び同条第４項各号に掲げる場

合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

２ 保有個人情報は、入学試験情報、入学手続時に提出される情報及び入学後の修学指導、

生活支援、健康管理等に利用するものとして取得する情報で、その内容は別表第１に定め

るとおりとする。 

３ 前項に定める保有する個人情報の利用目的は、別表第２に定めるとおりとする。 

(業務の委託等) 

第４ 部局等は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の

適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、国立大学法人鹿児島大学

物品供給等契約要項(平成16年４月１日契約担当役裁定)等の規定に基づき、必要な措置を



講じるものとする。 

２ 部局等は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、

労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとす

る。 

(保有個人情報の提供) 

第５ 部局等は、第三者から、別記様式第１号により、保有個人情報の提供依頼があったと

きは、その必要性を保護管理者が認め、かつ、本人の同意を得た場合には、安全確保の措

置を要求の上、別記様式第２号により、保有個人情報を提供することができる。 

(利用目的による制限) 

第６ 部局等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて

保有個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り

扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を

含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該

個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的

の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

る場合を除く。)。 

(保有個人情報の訂正等) 

第７ 保有個人情報の訂正若しくは利用停止又は保有個人情報の取扱いについての苦情若

しくは相談については、当該学生が所属する学部・研究科の学生担当係で受け付けるもの

とする。 

附 則 

この要項は、平成22年２月16日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成27年12月８日から実施する。 

附 則 



この要項は、平成31年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、令和４年６月13日から実施し、令和４年４月１日から適用する。 

別表第１(第３第２項関係) 

  保有個人情報 

(1) 学生の所属学部(研究科)・学科等(専攻等)名、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、

E-mailアドレス、郵便番号、住所、連絡先電話番号、写真、出身校等 

(2) 留学生の外国語氏名、留学生区分、在留区分、在留期間、国籍、奨学金情報等 

(3) 保証人の氏名、郵便番号、住所、連絡先電話番号(緊急連絡先を含む)、学生との続

柄等 

(4) 入学者選抜試験に関する情報(入試成績、高等学校調査書情報等) 

(5) 学籍及び修学に関する情報(学籍番号、履修・成績情報、進級・卒業(修了)判定情報、

学籍異動履歴等) 

(6) 授業料・寄宿料等の納付に関する情報(金融機関名、口座番号等) 

(7) 入学料免除(徴収猶予)及び授業料免除(徴収猶予)に関する情報(申請者の家族構成、

所得金額等) 

(8) 各種奨学金に関する情報(申請者の家族構成、所得金額等) 

(9) 学生寄宿舎入寮選考に関する情報(申請者の家族構成、申請理由等) 

(10) 健康管理に関する情報(身長、体重等) 

(11) 課外活動に関する情報(団体結成届、団体員名簿等) 

(12) 就職に関する情報(進路希望、卒業後進路先等) 

(13) その他法令、本学の規則等の定める業務を遂行するために必要なものとして作成又

は取得する情報 

別表第２(第３第３項関係) 

  利用目的 

(1) 教務関係 学籍簿・学生名簿等作成、学籍管理及び修学指導、履修登録、

授業・試験、成績処理、進級・卒業(修了)処理、学籍異動処

理、転学部、転学科等の選考、学位記の発行 

(2) 入試関係 入学者選抜業務、入学者選抜方法の改善等 



(3) 学生生活支援 入学料免除(徴収猶予)及び授業料免除(徴収猶予)の選考、各

種奨学金業務、学生寄宿舎の入寮選考、課外活動支援 

(4) 授業料等徴収 授業料・寄宿料等の債権管理 

(5) 健康管理 健康診断、健康診断書発行、学生の健康管理に関する業務 

(6) 就職支援 進路・就職指導に関する業務等 

(7) 学内施設利用 図書館及びパソコン利用等に関する利用者管理、学内施設の

利用 

(8) 広報関係 本学発行の各種刊行物の送付(卒業(修了)後を含む。)、卒業

(修了)後及び離籍後の生涯メールサービス提供に関する利

用者管理 

(9) その他 統計調査、各種分析、学生への通知・連絡・掲示、保証人へ

の諸連絡、各種証明書の発行、その他明示された利用目的 



 



 



 



 



別記様式第１号(第５関係) 

別記様式第２号(第５関係) 

 


